
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ご不明な点は当協会まで、お問い合わせ下さい。 

 郵 便 は が き 

     ２ ０ ０ ７  お し ら せ       

 

  

 

   

 

   

 

   

 

  
 50  

６５歳までの段階的な雇用延長が義務づけ

られました。６５歳までの雇用確保の対応

はお済みでしょうか？  

労災・雇用保険に加入している方々は、厚生年金・政府管掌健康保険に加入しましょう。 
社会保険料の試算・加入手続はこちらでいたしますので、どうぞご利用下さいませ。 

 

 
    ～旧年度の主な法改正～ 
 

 

 

 

 
①定年の引き上げ     

②継続雇用制度の導入   

③定年の定めの廃止  
以下の表の通り、段階的な雇用延長が義務になりました。  

 

 
 

  

いずれかの措置 

の実施義務 

 

 

   
 

   

 

  

ただし、労使協定により雇用継続者の基準を定めた場合、 

希望者全員を対象としない制度も可能です。  

労使協定が不調に終わった場合は平成２３年３月末までは

就業規則等に雇用継続対象者の基準を定める事が出来ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

平成 19 年３月迄 ６２歳迄雇用しなければなりません 

平成 22 年３月迄 ６３歳迄雇用しなければなりません 

平成 25 年３月迄 ６４歳迄雇用しなければなりません 

平成 25 年４月～ ６５歳迄雇用しなければなりません 

   

 

旧
年
度
中
は
当
協
会
職
員
一
同
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

旧
年
度
は
内
閣
も
交
代
し
、
新
年
度
は
新
た
な
経
済
の
動
向
を
期
待
す
る
私
達
で
す
。 

大
企
業
に
お
い
て
は
、
か
な
り
の
好
況
感
が
あ
り
ま
す
が
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
い
ま
だ
厳
し
い 

状
態
に
あ
る
の
も
現
実
だ
と
思
い
ま
す
。
人
材
は
好
況
を
取
り
戻
し
た
銀
行
そ
の
他
大
企
業
に 

と
ら
れ
、
逆
に
中
小
企
業
は
人
材
確
保
が
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
良
き 

人
材
を
確
保
し
皆
様
方
の
景
気
を
取
り
戻
す
為
に
も
法
律
に
基
づ
い
た
労
務
管
理
・社
会
保
険

の
充
実
を
ま
ず
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

育
児
・介
護
休
業
、
定
年
制
の
延
長
等
見
直
す
べ
き
事
は
多
々
あ
り
ま
す
。 

今
後
と
も
法
律
改
正
等
を
含
ん
だ
情
報
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
当
協
会
を
宜
し
く
お
願
い 

い
た
し
ま
す
。  
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元
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職
員
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平
成
十
九

年 

新
春
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  労働保険(雇用保険･労災保険) 
法に基づく諸業務、給付請求、 
労働保険料徴収納付、その他 
事務指導 

業務案内  

神奈川  指導協会だより 
                  

〒231-0864 横浜市中区千代崎町４－９７ 
労働保険

事務組合
 神奈川労働保険指導協会 

TEL   045-625-3616㈹ 
FAX   043-625-3617 
E-mail:info@kanagawa-rouho.com 
URL   http://www.kanagawa-rouho.com 
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